
○「日本再興戦略」改訂 2015 －未来への投資・生産性革命－ 

 

第二 ３つのアクションプラン 

日本産業再興プラン 

２．雇用制度改革・人材力の強化 

２－２．女性の活躍推進/外国人材の活用 

 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

ⅰ）女性の活躍推進 

② 保育の担い手の確保 

・ 他の国家資格等を有する者の活用の検討 

福祉系国家資格所持者や子育て支援員が保育士資格を取得しやすく

するための方策（保育士養成課程、保育士試験科目の一部免除等）につ

いて保育士確保対策検討会等において速やかに検討を開始し、結論を得

た上で、順次所要の措置を講ずる。 

 

 

 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 

 

附則（平二四・八・二二法六六）（抄） 

第二条 政府は、幼稚園の教諭の免許及び保育士の資格について、一体化 

を含め、その在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、

その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途とし

て、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この

法律による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律（以下「新認定こども園法」という。）の規定に

ついて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 


